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【会議名】 

令和４（2022）年度第２回三鷹市男女平等参画審議会 

【開催日時】 

 令和４（2022）年 12月９日（金）午後６時 30分～８時 

【開催場所】 

 教育センター３階 第三中研修室（※オンライン併用） 

【次第】 

 議事 

 (1) 協議事項 

人権基本条例（仮称）について 

 (2) 報告事項 

ＬＧＢＴをはじめとする多様な性に関する研修について 

【出席議員（敬称略）】 

苅田 香苗、渥美 由喜、青木 睦、福島 多恵子、平岩 康美、石原 佐和子、 

横森 直樹、牧野 洋子、江口 知子、中川 由紀子、田中 かず子、平野 亜矢 

以上 12名 

【傍聴者】 

３名 

 

【議事概要】 

（次第１ 開会のあいさつ 省略） 

 （職員の紹介 省略） 

【苅田会長】  それでは、次第２の議事に入りたいと思います。 

協議事項１「人権基本条例（仮称）について」を議題とします。事務局から説明をお願いい

たします。 

【丸山企画経営課長】  令和４（2022）年度第１回審議会におきまして、人権基本条例の

目的、基本条例と関連条例の役割、市民ワークショップの開催、ヒアリング等の実施などに

ついて、ご報告、ご説明させていただいたところでございます。本日は、その後に実施いた

しました、市民ワークショップや関係者へのヒアリング等の結果を踏まえ、資料にまとめま

したので、その内容について説明いたします。 
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 それでは資料１をご覧ください。初めに、１番の（１）「現状」でございます。人権基本

条例制定に向けた現時点の検討状況ですが、これまでに行った市民ワークショップやヒア

リングの結果を取りまとめながら、人権基本条例の「基本的な考え方」の策定に向けて、例

えば、男女の性別や性自認、性的指向、いわゆるＬＧＢＴや性的マイノリティに関すること、

子どもや高齢者、障がい者、外国籍市民のことなど、人権に関する個別課題の検証も同時に

進めているところでございます。 

 個別課題など、各論部分を整理した上で取組を進めることとしたため、「基本的な考え方」

の策定スケジュールは、予定より遅れている状況でございます。 

 次に、（２）「人権基本条例の位置づけ」についてです。こちらは、前回の審議会において

説明した内容と大きく変わりはありませんが、人権基本条例は、三鷹市のあらゆる人権施策

に共通して基礎となるもので、市の方向性を基本理念として明らかにするものでございま

す。 

 また、男女及び多様な性、子ども、高齢者、障がい者、外国籍市民など、それぞれの属性

の基本的人権に係る施策は、人権基本条例以外のそれぞれの関連条例のほか、例えば、「健

康福祉総合計画」や「男女平等のための三鷹市行動計画」などの個別計画や、毎年の予算に

反映して対応していくことを想定しているところでございます。 

 なお、関連条例に関しまして、男女及び多様な性につましては、現行の「三鷹市男女平等

参画条例」には、多様な性に関する視点が含まれてないということから、「三鷹市男女平等

参画条例」の改正または新条例の制定が考えられます。最終的には市が判断し、関連条例の

改正、または、新しく制定するということを市議会に提出していくことになりますけれども、

委員の皆様からも本日は男女及び多様な性に関する関連条例の在り方について、ご感想や

ご意見をこの後お伺いしたいと思います。 

 続いて（３）「目指すべき方向性」についてです。人権基本条例では、制定理由や条例の

目的を記載した前文や、基本理念に市が目指すべき方向性を盛り込むことを想定しており

ます。これまで行ってきた市民ワークショップや関係者へのヒアリング等を通して、現時点

では、以下の内容を前文や基本理念に盛り込んでいきたいと考えているところでございま

す。 

 具体的には、ア、日本国憲法、世界人権宣言などを踏まえた基本的人権の尊重。イ、人権

は、誰もが生まれながらにして持っている権利であること。ウ、いかなる場合にも差別や侵

害を受けず個人として尊重されること。エ、人権の普遍性（誰でもどこでもどんなときでも
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という意味）、不可分性（一部の人権だけを取り出すことはできないという考え方）、相互依

存性（それぞれの人権は共に支えあっているといった視点）。この目指すべき方向性という

のは、今後条例を考えていく上で、重要な部分になると考えておりますので、こちらについ

ても、後ほど委員の皆様から、ご感想やご意見等あればお伺いしたいと考えているところで

ございます。 

 次に、２番、人権基本条例に関する意見聴取についてです。（１）に記載のとおり、８月

27 日に市民ワークショップを開催しました。参加者は、無作為に選んだ 1,000 人の三鷹市

民の方のうち、ワークショップ参加にご承諾いただきました 73人の方にお集まりいただき、

開催しました。 

 ワークの前に、人権に関する基本的な視点について講義を行い、参加者が知識や関心度を

前提とせずに話し合える構成といたしました。その後グループに分かれ様々な意見等を出

し合っていただいたところです。 

 最後に行ったアンケートでは、97％の方が人権を身近に感じることができたとご回答い

ただくなど、人権について改めて考えるきっかけにもつながったものと考えているところ

でございます。 

 次に、裏面、（２）の「ヒアリング調査」でございます。人権基本条例の基本的な考え方

の整理に向けて、様々な属性の当事者の方や関係団体へのヒアリング調査を行いました。具

体的なヒアリング先は、表に記載のとおりとなっており、90 名の皆様から 200 を超える意

見や課題等を頂戴したところでございます。 

 続きまして、資料１－２をご覧ください。こちらは、市民ワークショップやヒアリング調

査で頂いた主なご意見をまとめたものでございます。表は上段下段に分かれておりまして、

１番が「条例に期待すること」、２番の「人権尊重の方向性を示すためのキーワード」を洗

い出していただいております。 

 １番「条例に期待すること」につきましては、例えば一番上の左側「人権に関する教育や

周知啓発が必要」というご意見や、その右側「自己と他者を尊重する意識・相互理解が必要」

というご意見がありました。また、「制定過程における市民との信頼関係を築いてほしい」

や、「基本条例の理念を他の政策にも反映してほしい」。それから、「人権課題に対処できる

実効性のあるものにしてほしい」というようなご意見も頂いているところでございます。 

 それから、下表、２番の「人権尊重の方向性を示すためのキーワード」としましては、私

もヒアリングやワークショップに参加し、実感しておりますが、一番左上に載っている「人
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にやさしい」というキーワードを非常に多く耳にした印象です。その右にある「差別や偏見

のないまち」や、左上から２行目の「思いやり」という言葉も大変多く聞きました。右上か

ら５行目、「尊厳・尊重」というキーワードも非常に多く耳にしました。 

 それ以外に、この表の中をざっと見ますと、「自由」という単語が５か所ぐらい出てきて

います。これも非常に多いキーワードの１つであると感じています。それから、「自分」や

「平等」という言葉もたくさん出ていることが分かります。 

 下表の右上から８行目に「すべての人権が大切にされる」というキーワードがあります。

これは先ほど説明した不可分性につながってくるキーワードであると捉えています。 

 それから、左下から６行目。「個人と普遍性が両立される」というキーワードも頂いてい

ます。これも先ほど言った普遍性です。普遍性、不可分性、相互依存性というキーワードを

３つ挙げましたが、そのうち２つがここに出てきていると感じているところでございます。 

 資料の説明は、以上になります。 

【苅田会長】  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局の説明がありましたが、ご意見やご質問などいかがでしょうか。特に、

１番の盛り込む視点の（２）の位置づけ。それから、（３）の目指すべき方向性について、

ご意見頂けたらと思います。 

 ご意見ございます方は、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。 

特に、先ほど事務局から説明がありましたが、男女及び多様な性に関連する法令の改正や

新しい制定を考えているということですが、その点についてはいかがでしょうか。 

【Ｃ委員】  多様な性に対する条例をアップデートしていくという話ですよね。それに関

しては、常に議題に上がっているところですので、重要なこととして検討されていると感じ

ているので、このまま検討していってほしいと思います。 

 これに関して、話がずれるかもしれませんが、よろしいでしょうか。この審議会では割と

多様な性に関する意見が多く出ていると思いますが、外国籍の方の人権についていろいろ

な価値観があると思います。三鷹市が人権条例の制定を検討しているということに関して、

ＳＮＳなどを見てみると、いろいろな意見の方が注目しているというか、全ての人の人権を

認めるという考え方ではない意見を述べているものも目に留まりました。三鷹市としてど

のように進めていくのか分かりやすく意見表明というか、考え方を示していくような条例

であって欲しいと思います。 

【苅田会長】  いかがでしょうか。まず事務局のほうから。外国籍市民の方への対応等は
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どうなさっていますか。 

【丸山企画経営課長】  外国籍市民の方については、資料１裏面のヒアリング調査でも、

外国籍市民の方のご意見、課題等も直接お伺いしています。表の９番の「みたか国際化円卓

会議」にあたります。こちらでも、三鷹市が人権条例を作ることに取り組んでいることを報

告し、さまざまな課題等もお伺いしています。 

 外国籍市民の方が、身近なところで人権侵害をされているようなこともあるという具体

的な例も聞いておりますので、参考にさせていただきながら取り組んでいきます。具体的な

施策は個別条例や計画に反映し、予算を計上したうえで施策として対応していきますが、そ

れも含め、理念的な人権基本条例を定めていきたいと考えております。 

【Ｄ委員】  一番期待することとして良く挙がった意見として、教育や周知啓発が挙げら

れています。私も大学のＯＢＯＧ会となどの同窓会をまとめるときに、「ＯＢＯＧ会」とい

う名前をつけようとしたら、ジェンダーフリーの観点から、「ＯＢＯＧ会」という表現より

も「同窓会」という表現が良いというご指摘を頂いた経験があります。 

 私の知識不足から、その同窓会に入るときに、自分が想定されていない会だと思わせてし

まった。他にも様々な場面で、悪気がなくてもその仕組み上想定されてない場面に出くわす

たびに傷ついたりとか、自分が社会に受け入れられていないのかもしれないと受け取って

しまうことがあると思います。名簿のつくり方や会のタイトルのつけ方によって受け取る

側の印象があまり良くなくなってしまうことに対して、教育をしっかりしていくことで防

いでいけるかと思います。これらのガイドラインがしっかりと示されていたりすると、何か

組織をつくる場合に間違いがないというか、配慮した運営がよりしやすくなるのかと思い

ます。 

 今、小学生や中学生などの若い方々というのは、今後も教育でしっかりと知識を身につけ

ていけると思いますが、既に社会人の人は、それらを学ぶ機会は、自分で情報をキャッチし

ていかないと難しいと思います。それらの年代の人々でも、改めて、自分たちが何かを企画

したり、広く公共の方々に声をかけて活動するときに、このような方向性であれば人権に配

慮した形で実施できるというものを示していただけると良いと思います。三鷹市がメイン

で運用する組織はもちろん、その他の方々が運営する組織に関しても、しっかりとしたガイ

ドラインがあって、それに則れば、多様性を尊重した形の組織運営ができていくというよう

なものがあると、非常に助かるのではないかと思いました。 

【丸山企画経営課長】  貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきたい



 -6- 

と思います。 

 今後の対応といたしましては、まずは確実に人権基本条例、基本理念となるものを作り、

周知徹底していきたいと思っています。ご指摘いただいたガイドラインというようなもの

についても、まずは条例をつくった後、次のステップとして、そのようなガイドラインを作

るなど、市内の事業者や市民へ周知するというような段階を踏んで、しっかり取り組んでい

きたいと思っています。 

 条例を制定したタイミングにおいては、条例のそれぞれの条文を解説する逐条解説のよ

うなものを作ろうと思っておりますので、まずはそれらを通じて、徐々に段階を踏んで対応

していきたいと思っています。 

 条例を制定したタイミングにおいては、条例のそれぞれの条文を解説する逐条解説のよ

うなものを作ろうと思っておりますので、まずはそれらを通じて、徐々に段階を踏んで対応

していきたいと思っています。 

【Ｅ委員】  ワークショップとヒアリングで約 300 件のご意見を頂いているということ

で、このご意見を頂いた結果、目指すべき方向性や位置づけで特に意識されていることや、

方向性が変わったというようなことがありましたら教えていただきたいです。 

【丸山企画経営課長】  先ほどの説明の中で、「基本的な考え方」をこれから作ると申し

上げましたが、この中にどのようなキーワードを取り込んでいけばいいかというのは、正直

我々も悩んでいるところです。人権問題は非常に難しく、複雑なものだということを視野に

入れながら、キーワードとして挙げていただいた「やさしさ」、「誰もが生まれながらに持っ

たもの」、「奪われてはいけない権利」、「みんな三鷹の大切なひとり」というようなキーワー

ドなどを、これから作る「基本的な考え方」や、場合によっては「基本理念」に盛り込んで

いきたいと思っております。 

 非常にたくさんのご意見が出ているため、全てというわけにはいきませんが、「基本的な

考え方」、「基本理念」に盛り込んだり、「逐条解説」などに「背景にはこのような気持ちが

ある」と、なるべく皆様から頂いたご意見等を反映させていきたいと思っています。 

【Ｆ委員】  ヒアリング調査の３番目、三鷹市立第六中学校の生徒さんにヒアリングされ

たということですが、大体何人ぐらいの生徒さんからお話を聞いたのでしょうか。また、ど

のような意見が出たか分かるようであれば、お尋ねしたいです。 

【丸山企画経営課長】  こちら今年の９月に行いまして、六中の２年生の生徒さんを対象

にご協力いただきまして、20 名弱ぐらいの皆様に参加いただいています。グループに分か
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れて、「人権が守られているまちってどんなまち」をテーマにして、それぞれ付箋に意見を

書いて、グループで発表していただくというような内容でした。 

 意見として出たものとしては、今手元にはないですが、非常に中学生らしい「全ての人が

笑顔で暮らせればいいな」とか「みんなが平等で一生暮らせるといいな」とか、そういった

ご意見を頂いたところです。 

【Ｇ委員】  ありがとうございます。幾つかあります。１番（２）の箇所に個別課題とし

て、「男女及び多様な性」と書いてありますが、ここが「男女」になったのはなぜでしょう

か。以前の資料では「ジェンダー平等・性の多様性」となっていたと思うので、そこが変わ

ったのは何か意図があるのでしょうか。引き続いて、いくつかいいですか。 

【苅田会長】  では、１つずつお願いします。 

【丸山企画経営課長】  前回も資料１として、「条例について」という資料を出していま

すが、この部分は同じ表記の「男女及び多様な性」を使わせていただいていました。別の表

で、「ジェンダー平等・性の多様性」という表現もありましたが。 

【Ｇ委員】  ありましたね。 

【丸山企画経営課長】  こういった資料では、同じ表現をさせていただいています。 

【Ｇ委員】  そうですか。 

【丸山企画経営課長】  特に意識をして変えたというようなことはございません。 

【Ｇ委員】  では、どちらでもそのときの状況で変わってくるという感じですか。「男女」

というのは、どちらかというと生物学的な性をベースにした言葉で、「ジェンダー」という

のは社会文化的に規定された性というニュアンスの差があります。現在、「ノンバイナリー」

などジェンダー概念そのものが変わってきているので、そこに「男女」と持ってくるのがい

いのか、ジェンダーの多様性みたいなところにいくのがいいのかに関わってくるような感

じがしましたので、お尋ねしてみました。 

【石坂企画部長】  今の話と関連しますが、先ほど課長からもお話ししましたとおり、若

干私どもも迷っているところが実はあります。というのは、これまで「男女平等参画」と推

進してきた中で、地続きの課題として「多様な性」があるというのが、私たちの課題の認識

であります。 

 一体として男女平等参画の延長線上で検討するとなると、「男女」という言葉を残したほ

うがいいという思いもありましてこの言葉を使っているところがあります。この辺は非常

に微妙な問題だと思うので、ぜひいろいろな方の意見を聞いて、どういったあり方がいいの
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か。つまり先ほど言った延長線上でやっていくのか。それとは別に「多様性を尊重する」と

いう形にしたほうがいいかというところを、ぜひ本日広く聞いてみたいと思っております。 

【Ｇ委員】  当時、男女共同参画とか、90年代には「男女」という言葉を使っていて、男

女二元論をベースに議論していました。今現在の状況は違ってきていますし、これから、例

えば 10年間、それ以上効力のある条例であれば、そこはきちんと考えて対応していくとい

う視点が必要であると私自身は思っています。 

【苅田会長】  では、続けてお願いします。 

【Ｇ委員】  次に、１番（３）の目指すべき方向性のところで、ア、イ、ウ、エと４項目

ありますが、例えばアに、世界人権宣言というのも踏まえるということが入ったのはよかっ

たと思っています。しかし、アとイはほとんど同じことで、中身を示したみたいな感じでは

ないかと思います。世界人権宣言第１条、「すべての人間は生まれながらにして自由であり、

かつ、尊厳と権利については平等である」と明記されていますので。 

 だからアとイは、ほとんど同じようなことと思って見ていましたが、ウのところで「いか

なる場合にも差別や侵害を受けず個人として尊重される」というのも、それほど違いがない

ような感じもします。例えばここで、差別を行ってはならない、というような差別禁止的な

表現を入れられるかどうかは、これからの議論になると思いますが、市としてはっきり「も

う差別はいけません、差別は行ってはならない。」と禁止する方向性があるのかないのか、

もう少し踏み込んでもらったらどうかと思います。 

【苅田会長】  いかがでしょうか。尊重ということからもう一歩踏み込んでいくようなこ

とはお考えでしょうか。 

【丸山企画経営課長】  ありがとうございます。最初のご意見のアとイ、ウは、同じよう

なこと言っているのではというのはおっしゃるとおりで、世界人権宣言の中に、「全ての人

間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である」というような文

言もあります。全員が世界人権宣言の内容を知っているとは限らないため、分かりやすさを

求めてこのような表現をさせていただいているところです。 

 次に、条例の中に、差別禁止の条項を設ける点です。今後「基本的な考え方」をまとめる

中で、徐々にお示しさせていただきたいと思っております。 

【Ｇ委員】  ありがとうございます。何かもう少し踏み込んだような、三鷹らしい条例に

なったらいいと思っています。 

 エのところですが、これは、小川隆太郎弁護士が市民ワークショップの講演の中で使われ
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たことです。割とさらっと説明されたので、これだけ言われてもなかなか分からないと思う

のですが、例えば、普遍性と不可分性と相互依存性ということで、先ほどワークショップの

中で出てきたときもこれは不可分性だと説明されていましたが、もう少し具体的にどう捉

えておられるのかをお聞きできるとうれしいです。 

【石坂企画部長】  実は、私ども事務局の迷いがかなり出ているのが、「三鷹らしさ」に

ついてです。率直に、「三鷹らしさ」が入っていないというお声がおそらくあると思います。 

 今、いろいろ市民の意見を頂いて、理念的なところから個別課題に下ろしていくところと

個別課題から上げていくところ。そこをきちんとすり合わせた段階で、一定程度「基本的な

考え方」を出していきたいと思っております。 

 先ほど、重複の話もありましたけれど、一般的なところをまず押さえているという中で、

例えば相互依存性であれば、他者に対する人権の意識を高めてそのような風土をつくって

いくというところをかみ砕いた形で理念に盛り込んでいくことが必要であると思っていま

す。今日は一般論となっていますけが、このようなご意見や、それをもう少しかみ砕いてど

のようにメッセージで伝えていくのかというのは、次のステップできちんとお示しをして

いきたいと思っております。例えばこういった視点をもっと強調したほうがいい、というよ

うなご意見があれば、ぜひ仰っていただきたいと思います。 

【Ｇ委員】  ありがとうございます。これからかなり踏み込んで検討されていくのだと思

いますので、よろしくお願いします。 

 次に、ヒアリングの箇所ですが、属性というのは対象者ということだと思います。中学校

の生徒というのは当事者ですけれども、ここで、協議会だとか地区委員会に出てきている人

たちの意見以外にも、日々の生活の中で当事者の人がどのような状況にあるのかを理解す

ることが必要だと思います。当事者がいないところで決めていくというのは、人権について

考えるときには問題が出てくると思います。 

 例えば認知症介護者の人の話は聞いたけれども、認知症の方の話はどうなっているのか、

ということや、子どもと言うけれども、例えば、自分が非常に困難な状況にある、あるいは

性的マイノリティの子どもである、障がいがある、海外にルーツがある、性暴力に遭ってい

る、というような子どもたちが、自分自身をも否定している可能性というのは非常に大きい

です。信頼関係がない状況の中ではその子どもたちの声というのはなかなか出てこないで

すよね。だからこそ、子どもたちの意見を聞くとしても、非常に一般的なものになってしま

うのではないですか。お互いに仲良くやるとか平等だとか、そういう言葉で落とし込んでし
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まいがちです。それでは見えてこない、平等ではない状況はどのようなところにあるか、思

いやりの欠けたところはどのようなところに出てくるのかということを問うていく姿勢が

必要なのだと思います。信頼関係が成立しているところではじめて、自分の弱い部分、嫌な

部分、苦しい部分を言うことができます。しかし、信頼関係がないところでは出て来にくい

ものです。人権を尊重すると言いながら尊重できていないところをサーチしていくことが、

非常に大事になりますが、非常に難しいところでもあります。 

 だから当事者の人と、どんな関係を結んでいくのかが非常に大事であろうと私は思って

見ています。例えば、認知症の高齢者の方たちの話を聞くのであれば、当事者団体として「お

れんじドア三鷹」がありますよね。当事者団体の人だけではなくて、介護する側だけではな

くて、認知症当事者のところにまで目を向けていくということが必要だと思っています。 

 障がい者を属性として「障がい者地域自立支援協議会」にヒアリングを行なっておられま

すが、障がい者当事者へのヒアリングではありません。例えば、「三鷹障がい者の権利を守

る会」という団体は、当事者の人が会長になっています。当事者の人たちの声を拾っていく

姿勢が、その人たちとの信頼関係を作っていく土壌形成になるのではないか、と思っていて

います。 

 もちろんＬＩＭやｌａｇの場合は、代表は性的マイノリティ当事者の方たちですから、当

事者の意見が出てくると思います。しかし、そのほかのヒアリング対象は、非常に限定的だ

と思います。例えば、「みたか国際化円卓会議」に関して、「ああ、あの人たちエリートの人

たちね」というような感じだと、聞きました。例えば、日々の生活での支援を行なっている

ピナットなど、どうしてヒアリングの対象にならなかったのか。誰から声を聞いていくかと

いうところをもう少し丁寧に、地べたに近い方向でやっていただけると、もっと別なことも

出てくるのかなと考えたりしました。これでヒアリングは終わりでしょうか。 

【丸山企画経営課長】  ありがとうございます。この表にある 11団体で、90人 200の意

見をいただきました。我々としては、ほかの業務を抱えながらでもあるので、ここまでやる

のも大変だったというイメージはあるのですが、おっしゃるとおり、当事者の声をもっと多

く聞くべきというご意見もあると思います。 

 みたか国際化円卓会議も外国籍市民である当事者の方の意見を聞いている部分もありま

すが、関係者、サポートしている方のご意見という部分も実際にはあります。今後さらにヒ

アリングを膨らますかという点については、具体的に膨らますというイメージは今のとこ

ろありませんが、この後また市民ワークショップ第２回目。それから来年度になると思いま
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すけれども、市民フォーラムの開催も予定していますので、参加を促したり、パブリックコ

メントを広く皆様から募集いたしますので、関係者にご意見くださいという旨を事前にお

話ししながら、広く意見をいただくということはできるかと思っています。今後そのような

対応をしていきたいと思います。 

【石坂企画部長】  発言に補足します。 

 今、課長が申し上げたのは、いわゆる人権基本条例、理念条例の部分については、一定程

度そのような方向で私も進めていきたいと思っています。 

 ただし、資料１の１番（２）に、子ども、高齢者、障がい者、外国籍市民など、それぞれ

の属性に係るところについては個別に対応すると書いてあるわけです。であれば、個別の課

題をどうやって認識していくのか、把握していくのかというところが、いま一度深堀りが必

要ではないかと思っています。まず今回は、課長が申し上げたとおり、一定の理念的なとこ

ろです。個別の条例のところでは、外国籍市民であれば MISHOPで日本語教室などのさまざ

まな事業を実施しています。そうした事業に参加している方の生のご意見を聞くなど、いろ

いろやり方もあるかと思いますが、それは次のステップなのかなというところです。 

【中塚企画経営係長】  ヒアリング調査の対象になった団体のことについて、もう少し詳

しくご説明させていただきたいと思います。 

 例えば３番目の第六中学校の生徒さんですが、第六中学校は東京都の人権尊重教育推進

校に指定され、人権教育に取り組んでいる学校です。とはいえ、人権を自分事として考える

ということになるとまだまだ難しい部分もあると思います。 

 そこでワークショップを実施する際に質問を工夫しまして、世界人権宣言の内容を幾つ

か分類し、その中から自分が一番大切だと思う人権から順番に順位づけをしてもらいまし

た。その後に一番順位を低くした人権が失われたとしたら、みんなの暮らしはどうなってし

まうだろうということを考えてもらい、この人権を自分はそんなに重要視してなかったけ

れども、暮らしの中でこんな困りごとが発生する、だからこれはとても大切な人権だという

ことを認識してもらいました。その上で人権は、どれも大切だという進め方で意見を伺うこ

とで、なるべく自分事として捉えてもらうようなことを意識しました。 

 次に、７番目の認知症介護者談話室の方ですが、この方々は、実際にご家族が認知症の当

事者の方です。すぐ隣で毎日を過ごしている家族の方に今回ご参加いただいて、お話を聞い

てきました。ですから、限りなく当事者の方に近く、どういった事を思って暮らしているの

かとか、どんなことを嫌だと思ったかなどのお話を伺うことができたと思っています。 
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 また、９番目のみたか国際化円卓会議で、先ほど課長からもお話がありましたけれども、

三鷹市に暮らしている外国籍市民の方が委員にもいらっしゃいまして、例えばご本人や知

り合いの方が、外国人であるということでこんな差別的なことがあったというような事例

を紹介していただいたり、こういうまちであると良いなというようなご意見を伺うことが

できました。 

 日本で暮らす外国人という視点で、どんな人権課題を感じているかということを生の声

を伺うことができたと思っております。 

【Ｇ委員】  ありがとうございます。ヒアリングの状況は、よく分かってきましたが、な

ぜ私が懸念を持ったかというと、どちらかというと、思いやりとか優しさとか、何かそうい

う個人のレベルでの対応みたいなものが多く出てきています。差別というのはもう構造化

されているので、知らないうちに加害者になったり、自分はそんなつもりではないのに傷つ

けたりします。個人レベルだけではなく、もっと社会の構造化された差別に注目していくこ

とが非常に大事ではないかと思っています。 

 例えばもう男女は平等でしょうという人たちがいますが、男女平等が達成されているの

であれば、日本のジェンダーギャップ指数が世界で百何位というところで低迷しているの

はなぜなのでしょうか。これで平等とは言えません。中国や韓国、ＡＳＥＡＮ諸国がどんど

ん日本を抜いているという状況の中で、「もう日本の女性は平等でしょう」という認識であ

るとすれば、これこそ女性への差別が構造化され、差別が内面化して麻痺しているから見え

ないんですよね。 

 思いやりなどの個人レベルの対応だけでは差別を解決できないのだと認識すべきです。

構造化され見えなくされている差別があるのに、差別があることを口に出して言うことが

できない。あると言えば、過剰反応、ヒステリーなのではないか、と揶揄され冷笑される傾

向にある。構造化された差別や偏見についても考えてもらいたいと思ったものですから、こ

のような発言をさせていただきました。 

【苅田会長】  貴重なご意見をありがとうございました。 ほかに何か、ご意見ございま

せんでしょうか。平野委員、お願いします。 

【Ｈ委員】  大した話ではありませんが、今までのやり取りを聞いていて少し思ったこと

です。まず目指すべき方向性に関して、さきほど禁止事項を入れないのかという議論、三鷹

市も迷っていらっしゃるという話がありましたが、私は少し違う意見だったので発言させ

ていただくと、私自身は禁止事項まで踏み込まなくてもいいと思いました。 
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 理由としては、目指すべき方向性としての基本理念なので、どちらかというと、ポジティ

ブな表現にしてもらいたいと考えます。法律を決めるわけではないので、みんなが目指すべ

き方向としてポジティブな表現であれば、こういった差別や侵害を受けず尊重されるとい

うような前向きな表現が個人的には良いと思いました。迷っていらっしゃるということだ

ったので、こちら側の意見もお伝えしたいなと思いました。 

 一方で、エの部分は確かにとても分かりにくいと思ったのも確かです。ア、イ、ウのとこ

ろがすごくかみ砕きながら徐々に具体化されながら話をされているのに対して、エの部分

は少しトーンが違うというところは若干気になりました。同じように見えるものでもいろ

いろな角度から表現することは、こういう理念的なもので、みんなの考えがばらばらなもの

にはすごく大事なことだと思います。そういう意味ではア、イ、ウはいいと思うけれども、

エはちょっと難しいというか、分かりにくいなと思いました。読んだときにトーンが違う。 

 あと、今後議論するときに、今の話を聞いていて思ったことは、三鷹らしさって何なんだ

ろうっていうものです。三鷹らしい要素を盛り込むというような話になってきて、それ自体

は良いことだと思うけれども、私自身、今回ランダムに選ばれた市民として思いますが、市

民として暮らしていて、例えば職場は全然違うところにありますし、違う場所に住んだこと

もありますが、三鷹に住んでいて三鷹らしいという部分を感じることってそんなにあるの

だろうかと思います。 

 もちろんそれは、そこにある物や、自然などいろいろなもので感じる部分がありますけれ

ども、こうした、本来人権みたいにみんなが意識せずとも認められるべきものに「らしさ」

を加えるときに、そのらしさって何なのかという議論は必要なような気がします。そこが曖

昧なままでは、多分市民の人にもぴんと来ないのではないかというふうに感想として思い

ました。以上です。 

【苅田会長】  ありがとうございます。 ただいまのご意見に対して、いかがでしょうか。 

【丸山企画経営課長】  ありがとうございました。前段の禁止事項、ポジティブ思考とい

ったところ、ご意見として承りたいと思います。ありがとうございます。 

 それから、目指すべき方向性、資料１の１番（３）エの表現ですけれども、これは先ほど

あったとおり、前回の市民フォーラムのときの講義で先生がお話しいただいた内容を我々

も受け止めましてここに記載させていただいているんですが、難しいとおっしゃるとおり

です。括弧書きで補足がないと意味が理解できないというのが正直なところかと思います

ので、これをそのまま条文や基本理念に入れていくということは今のところは考えており
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ませんので、こういった考え方を念頭に入れながら、表現を分かりやすい方向にして、理念

だとか基本的な考え方に何かしらの方向で盛り込んでいきたいと考えているところです。 

 最後の三鷹らしさというのは、おっしゃるとおり非常に難しいと思っています。人権とい

う問題に三鷹らしさというのをどう反映させるかというのを、例えば条例にどう反映させ

れば三鷹らしさと言えるのか、というのは、私も非常に頭を抱えます。 

 むしろ、条例を制定するためのプロセスの中で三鷹らしさというのを生かしていくとい

う考え方もあると思います。こういった多様な方面にヒアリングをさせていただくとか、今

後もワークショップやフォーラムといったものを開催していく中で、三鷹らしさと言える

ものを生み出していけるような取組にしていきたいと考えています。 

【Ｈ委員】  ありがとうございます。個人的にはすごくそれはいいと思います。実際理念

ができる前のプロセスの部分と、理念ができた後の具体化の部分にそういった視点がある

だけでも全然良いと思うので、そこに何か、特にこういうテーマの場合は、縛られなくても

いいのかなと思いました。ありがとうございました。 

【Ｇ委員】  三鷹らしさといったときに、私も本当にどういうふうに持っていくのが三鷹

らしさなのかと考えます。例えば、東京都の中では狛江市や国立市が人権条例をつくりまし

た。それぞれの問題が背景にあって、問題に取り組むことを念頭にして、特徴のある人権条

例をつくってこられたわけです。今相模原市も人権条例制定に向けて動いておられますが、

悲惨な障がい者施設殺傷事件があって、そこであぶり出されてきた重大な人権問題に取り

組むために条例の制定が必要となったという背景があります。 

 しかし、三鷹市の場合、喫緊の問題に対処する必要があって人権条例を制定するという話

が出てきたわけではない。そういう場合、人権についての条例をつくるのであれば、いろい

ろなところでよい人権条例ができていますので、幾つかいいものをざっと読んでまとめる

ということは、割と簡単にできます。でもそれでは、血肉がない。生きた条例にならない。

では、三鷹らしさというのはどの辺だろうかと考えると、三鷹の伝統としては、やはり市と

市民が協働でやってきています。「みたか市民プラン 21会議」で協働したり、その前はコミ

ュニティ行政と言って、７つの地域に分けて、お金は出すけれども口は出さないというよう

な形で市民に預けていくというプロセスがありました。今回も市長が市民参加のまちづく

り協議会というのを立ち上げたというのは、やっぱりそこに思いがあって、つながっている

のではないかというのを、三鷹の歴史的な文脈の中から見ると感じました。 

 市民と一緒につくっていくということが伝統的に三鷹らしいやり方なんだろうなという
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ところに、今のところ私は落ち着いていますが、三鷹らしさという部分にかなり迷いました。 

【石坂企画部長】  三鷹らしさとは、プロセスだ、というのは、課長の言うとおりですし、

田中委員のおっしゃるとおりだと思います。プロセスの中で、では皆さんがどうお考えにな

っているのかというところを知りたいと思います。今日お示ししたのにもいろいろな意見

あります。そういったところでプロセスと、アウトプットというか結果が結びつくのではな

いかというように私たちも期待しているところです。これが終わりではありませんので、広

く意見を聞きながら皆さんで議論する場を設けて、こういったまちにしたいという皆さん

の意見を理念にきちんと落とし込んでいく、それが私の仕事であると今認識しています。 

【Ｇ委員】  ちょっと追加させてもらいたいのは、これは人権の基本条例じゃないですか。

全ての市政に関わるというふうに位置づけておられる。そうすると、今働いている市の職員

の人は、それに準じないといけない。自分の仕事というのは、この人権条例の人権の視点か

ら見たときに、どういう位置づけなのかというのを考えていかないといけない。市職員も市

民なので、ぜひ、一緒に考えていくようなプロセスは取れないのか。今、作成途中であるか

ら、基本的な形ができてから共有する、ということしかできないと思っていらっしゃるのか

もしれません。しかし、７月の審議会の際、1目的の第３のところで、一緒にやりますよと

いう文章を書かれたじゃないですか。「条例検討から制定へのプロセスを通して、市民とと

もに人権を尊重する意識を共有し、そして社会全体の意識の変化を促す契機としていく」っ

て、私は、これはすばらしいと思っています。条例ができてからというのではなくて、策定

していくそのプロセスが大事ですということ。私は常にここに戻って、自分も考えるように

しています。このプロセスに、ぜひ職員の人たちも巻き込んでいってほしいです。人権基本

条例（仮称）がその策定過程から、三鷹市の市政すべてに通底しているという状況を、時間

をかけてつくっていってほしいと期待しています。 

【渥美副会長】  僕はオンラインなので、今、意見をご覧いただきやすいように共有させ

ていただきました。僕自身は、内閣府の男女共同参画会議の専門委員など、これまで 16年

間官公庁や都道府県の審議会を 100ぐらい務めてきました。全国的な動きを踏まえて、今回

の三鷹市の人権基本条例に関して、３つの観点から意見を申し上げたいと思います。 

 まず、１つ目に、男女平等、ジェンダー平等というワーディングに関するご意見が先ほど

ありました。ご存知かと思いますが、1999 年に国が男女共同参画基本法をつくったその英

語訳が Basic Act for Gender Equal Society。だから、男女共同参画とジェンダー平等っ

て基本同義です。もちろん、ジェンダーという言葉を使う意義があるというのは、当然僕も
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知っていますが、ただ、行政があまりジェンダーを使わない理由は、片仮名だからです。単

純に。要は、分かりにくい。市民によっては伝えたいことが伝わらないというので、あまり

ジェンダーと使わないということです。ただ、片仮名用語を使わないというのは、よく行政

ではあることですが、国が最近よく使っている片仮名があり、それはダイバーシティーです。

ダイバーシティーは、多分ジェンダーに比べると、一般的にも捉えやすいということで、経

産省を中心にいろいろなところでダイバーシティーを使っています。ですから、もし、片仮

名を使うのであれば、ダイバーシティーかなと思っています。 

 ２つ目は、この基本条例に関してはいろんな自治体でこういうプロセスをお手伝いして

きて、いい悪いではなく、大きく理念系とアクションプラン系に分類できると僕は思ってい

ます。今回の三鷹市も理念系にあたるのだろうなというふうに最初からずっと思っている

のですが、理念系は、定性的な内容になりやすくて、特徴は時代の変化に弱いと思います。

アクションプラン系が良いのは、定量的に情報把握できるという特徴があって、要は改善状

況を捉えやすいのではないかと僕は思っています。 

 僕、今年の４月から、考えがあって関西に家族で移住しているのですが、関西広域連合の

仕事をここ５、６年ずっとしてきて、女性活躍推進フォーラムというところで有識者委員に

入っています。たまたま昨日その審議会がありました。そこで関西女性活性化マップという

のを広域連合が作っていて、８つ府県が入っているんですが、その府県の全国的な位置づけ

というものをマッピングして、それがどうなのか、きちんと改善しているのか、全国の中で

も順位が上がっているのかということを定量的に把握して、それに対して、どうしていくか

ということで、非常に議論がしやすいです。 

 これもご存知かとは思うのですが、都道府県版のジェンダーギャップ指数というのを、上

智大学の三浦まり先生が今年公表されて、それぞれの分野でそれぞれの自治体がどれくら

いのポジションなのか、これは都道府県なので、東京都までしか出ていないんですけれども、

都は政治分野とか行政分野で結構いい感じですね。ただ、これも全てバックデータがあるの

で、それでそれぞれの都府県の弱いところというのが分かるようになっています。 

 このジェンダーギャップ指数は、そもそも国ごとの比較ですごく有名な指標で、それと同

じようなものを都道府県版で作ってみたというところが面白いんですけれども、実は自治

体版、市町村版も作れるんです。都道府県ほどはデータがそろってはいませんが、市区町村

版も作ることは作れるんです。 

 だから、僕は三鷹らしさって、三鷹市のこういう審議会に入らせていただいて多分 10年
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近くなると思うんですけれども、１つは先進性だと思います。三鷹は、全国的にも先進自治

体で有名だし、三鷹でこういうことやっているというと、ほかの市町村でもすごく一目置か

れるという市なので、後追いで、理念系でどこにでもあるような条例だとつまらないなとい

うのが僕の受けている感想です。すごく真面目なやり方をなさっていると思いますし、でき

るものもそんな悪くないと思うんですけれども、「で、何なの」という話になると思います。 

 あともう一つ、官学産民ということも三鷹のすごく大きな特徴です。それぞれが、例えば、

文教都市で大学が幾つもあるというところとか、あるいは、民間も産業もすごく連携が取れ

ているというところ。これは行政だけでやっているのではないというところが三鷹の特徴

だと思うので、僕だったら、この市町村版のジェンダーギャップ指数を三鷹が作って、全国

的に今このくらいのポジションだけれども、今後はこういうところを目指していくと。ある

いは東京都のジェンダーギャップ指数は三浦先生がもう出してくれているので、それと比

べて都内でも上のほうにあるとか、何かそういうふうに自分たちの現状をきちんと把握し

て、それをさらにこの分野がまだ弱いからこういうことをやっていくというような議論に

していったほうが、今後、時流の変化にアップデートできていくのではないかと思います。 

 関西広域連合は、そういうことを６年ぐらい前からアドバイスする機会があったので、マ

ップを作って、まだ完成形ではないですが、それでかなり定量的に把握して、そのような印

象の議論ではないし、言葉遊びの議論ではないし、状況がもっと良くなっていくように、ど

うしたらいいのかという議論になっていくので、三鷹市にはそういうことを期待したいと

僕は思っております。以上です。 

【丸山企画経営課長】  今考えている基本条例については、やはり理念条例ということで

位置づけをしていきたいと考えております。アクションプラン系のところについては、この

ジェンダー、個別の対応ということで、こちらの審議会でもいつも報告させていただいてい

る「男女平等のための三鷹市行動計画」というものに盛り込むだとか、個別の施策として、

裏づけデータを取って対応していくことが非常に重要だと思いますので、今後段階を踏ん

で、対応もしくは検討していきたいと思います。 

【苅田会長】  それでは、次第の２の報告事項に移らせていただきます。「ＬＧＢＴをは

じめとする多様な性に関する研修について」を議題とします。 

 事務局から説明をお願いします。 

【中塚企画経営係長】  事務局の中塚です。資料の２番、「ＬＧＢＴをはじめとする多様

な性に関する研修の実施報告について」に沿って説明させていただきます。 
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 ＬＧＢＴをはじめとする多様な性に関しては、社会的な認識が高まってきておりますが、

いまだに差別や偏見等の対象となっており、正しく理解する必要があります。そのため、市

では、市職員として正しい理解を深めて今後の事業実施の中でも生かしていくために、令和

２年度から職員研修を実施しております。 

 こちらは今年度 10月に行いました職員研修について、内容を簡単に報告させていただき

ます。１番、開催内容の（３）対象をご覧いただければと思います。今回の対象は、主査、

主任である職員及び令和２年度３年度の未受講者が対象となっております。主査、主任とい

うのは、各職場の係長の下で、現場の最前線に立って、リーダー的な働きをする職員です。

10 月 20 日に会場で行った研修での受講者は 34 人でございました。実際の対象者について

は、ほかにも 400人ほどおりますので、今回の会場で行った研修の様子を撮影した動画を編

集しまして、動画共有サイトにアップロードしたものを視聴してオンライン研修という形

で受講する予定になっております。現在動画の作成中です。 

 講師にお招きしましたのは、ＮＰＯ法人共生社会をつくるセクシュアル・マイノリティ支

援全国ネットワーク、代表理事の原ミナ汰さんです。原ミナ汰さんには令和２年度、最初の

研修から続けて講師をお願いしております。 

 また、同じくＮＰＯ法人同ネットワークの会員でいらっしゃいます丸山まさよしさん。丸

山さんは、三鷹市にもお住まいであったことがある方で、過去に三鷹市の男女平等参画啓発

誌の「Shall we?」で「にじいろのセクシュアリティ」という特集を組んだ際に、市長との

対談をしていただくなど、三鷹市の取組にもご協力いただいております。 

 研修内容として、大きく５つの内容についてご講義いただきました。まず、性の多様性に

関する基礎的な内容を学ぶ講座。そして②番で市役所窓口での市民対応。こういう対応をす

るといいですよというような事例です。③番として、市職員への対応。これは職場内で性的

マイノリティの方がいらっしゃるという場合での職場での正しい対応。④番で、三鷹市や近

隣地域でのＬＧＢＴＱの暮らし。これは丸山さんの体験談などを交えてお話しいただいて

おります。⑤番で事例検討。時間が足りず事例検討は十分に時間を割くのが難しかったとい

うところです。 

 ２番の受講者アンケートですが、非常によかった、まあまあよかったという評価が職員か

らは出ています。 

 以下、箇条書きでアンケートの中から意見を抜粋しておりますが、講座の中で具体例を多

数示してあった点がよかったと。２番目では、当事者の方のつらさや経験を交えての話が真
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実味を感じることができた。３番目では、無意識な思い込み、ジェンダー問題の中でもよく

出てきますけれども、アンコンシャス・バイアス、無意識の思い込みが良くないということ

を痛感したと。次は当事者の思っていることがリアルに伝わったと。ＬＧＢＴＱに関する情

報を更新することができたと。分かってはいたけれども、自分の知らない情報が新たに得ら

れたという感想がありました。最後に市としてどういう方向にするか軸を決めてほしいと。

組織的な意識改革が必要ではないかということで、職員からも意見が出ております。 

 資料２－２で、今回の研修で使いましたスライドの写しを添付しております。講師の原先

生、丸山先生のプロフィールなどもこちらに詳しく載っております。 

 ざっくりとした説明でございますが、研修についてのご説明は、以上となります。 

【苅田会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について、何かご意見、ご質問などいかがでしょうか。ご意見ご

ざいます方は、挙手をお願いいたします。感想やコメントでも結構です。 

【Ｇ委員】  これは私の感想というよりは、今日たまたま職員の方と話をしていたのです

が、研修を 3回続いてなさってこられた成果が出てきているそうです。当初は職員の間でな

いことになっていたけど、今ではＬＧＢＴＱ性的マイノリティの人たちは当然いる、ないこ

とにはもうなっていないそうです。ご報告します。 

【苅田会長】  ありがとうございます。ほかに何かございませんでしょうか。 

 ないようでしたら、では最後に全体を通して皆様から何かございませんでしょうか。特に

まだご発言されてない方、もし何かございましたら、挙手をしていただきたいと思います。 

【Ｉ委員】  先ほど質問すればよかったんですけれども、今朝か昨日のニュースでも、1

0代の若い人たちがＬＧＢＴＱに関連して、まだ苦しい思いをしているという統計データが

発表されていましたが、三鷹市の中学校、あるいは小・中でしょうか。このＬＧＢＴＱに関

しての何か教育プログラムというのは、統一されたものがあるのでしょうか。あるいは、東

京都のほうから何か示されているものがあるのでしょうか。実態を認識していないので教

えていただけたらと思います。 

【中塚企画経営係長】  青木先生、もし何かご存じのことがあれば、ご説明いただけたら、

大変助かります。 

【Ｊ委員】  第二中学校校長の青木でございます。お世話になっております。 

 東京都のほうから、東京都教育委員会から人権教育プログラムというのが出されており

まして、それを活用して、先ほどの第六中学校の研究授業は指定を受けてやっております。 
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 本校では、ＬＧＢＴの実際の方に来ていただいて講演会もしています。実際に、本校の生

徒の中でも、申し出をしてきて、更衣室を変えたりとか、制服はもう既に改定はしておりま

して、徐々にではあるのですが、各校それが実施できているということです。 

 ただ、まだまだ教員自体もどう対応していったらいいのか分からないという部分で、これ

からまた研修を深めながら進めていきたいと思っています。 

 小学生はまだ小さいので、これらの意識が出てくるのはまだまだ少ないのかもしれない

ですが、中学校では各校で申し出があるというような話を伺っております。以上でございま

す。 

【Ｆ委員】  三鷹らしさというところが、私もちょっとしっくりこないんですけれども、

私は、井の頭住民協議会から出ています。先ほど７つのコミュニティということで、全国に

先駆けて住民協議会組織ができたということ、それは非常にすばらしいと思っています。そ

れと行政と市民の協働。これもまさに三鷹らしさだろうと思います。先進性ということも、

私はそれもいいなと思ったりします。三鷹らしさというのは一人一人すごく違うのではな

いかと思います。ですから、ここは大事なところだと思うので、もう少し共有できるような

時間というか、議論を深めたらいいなと思いました。 

【苅田会長】  ありがとうございました。では、中川委員、お願いします。 

【Ｃ委員】  三鷹らしさとか、皆さんにお話を前も伺って、三鷹というのは行政と市民、

昔はもっと市民が元気で、市政にすごく関わってやってきていたんだって、三鷹市民ってそ

ういうことがあったという話をお聞きしたことがありますが、これは方向性の中に入れる

のか、次の条例が決まった後の次のステップなのか分からないのですが、私も今人権条例に

ついて考えながら、少しずつ学んでいるという感じです。知見がもともとないところから、

いろいろな方のお話を聞いて考えて、考えを深めているというところなんですが、あらゆる

市民が、子どもであろうがあらゆる人たちが、人権を守られるだけではなくて、主体的に守

る側にあるんだというところを、みんなが意識できるような取組を常に続けていくという

姿勢を持つ。それは行政だけではなく、市民がそういう意識を常に持ち続けられるように、

三鷹市も働きかけ続ける。三鷹市民としても、そういう学び続ける、考え続ける、主体的に

取り組み続けていきたいというような方向性をつけるようなものをどこか何かに入れてほ

しいなと。 

 当事者の方たちのお話を聞くのはもちろんですが、そうではない市民の人も学んで、人権

を守るという強い意思を持てるような取組を、みんなが続けていけるようなことを、学校教



 -21- 

育ももちろんですし、何にも属していないような主婦もそういうことを学び続けられるよ

うな三鷹市の取組があると、それが結果として三鷹らしさになっていくといいのではない

かなと感じました。以上です。 

【Ｋ委員】  私は三鷹市に住んで七十数年、ずっと三鷹市なんですけれども、この基本条

例とかそういうのも知らなかったです。お恥ずかしながら知らなくて、これは今回初めて制

定するんですか。それで、いろいろ勉強させていただいて、いろいろ難しい有識者の方がい

っぱいいらっしゃる中で、何を言っていいか分からない私で申し訳ないんですけれども、皆

さんが決めていただいたら、また商工会の女性部に行ってご報告いたしますので、よろしく

お願いいたします。 

【Ｅ委員】  私は今までの話を聞いて、渥美委員がおっしゃいましたアクションプラン系

の条例というか、宣言をつくると面白いのではないかというお話にすごく共感しました。ど

れだけ文章がすばらしくても、それが実際に私たちの市民の生活に反映されなければあま

り意味がないと思います。お答えとして個別の計画や予算に反映させるというお話があっ

たので、人権条例のここがこの予算に反映していますとか、この活動計画に反映しています

というのを必ず書くとか、必ず一文がどこかに入ると、とてもいいのではないかと思いまし

た。以上です。 

【苅田会長】  ご意見ありがとうございます。何かほかにございますでしょうか。 

 ないようでしたら、事務局から連絡事項はありますでしょうか。 

【中塚企画経営係長】  事務局の中塚です。 

 来年２月３日金曜日、午後６時半から男女平等参画のためのみたか市民フォーラムを市

民協働センターで開催する予定となっております。 

 今年度の講師は、東京大学大学院の瀬地山角先生にご登壇いただき、ご自身の体験談を交

えながら、男性の家事や育児、これからの時代の家事育児の在り方をテーマにご講演いただ

く予定となっています。詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。 

 次に、今後の予定についてお知らせいたします。次回の審議会は、来年の２月から３月頃

に開催する予定ですので、次回の日程が決まりましたら、改めてご連絡いたします。 

【苅田会長】  以上で全ての議事が終了しました。本日の審議会はこれで閉会いたします。 

 皆さん、ご協力誠にありがとうございました。 

― 了 ―― 


